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葛暮らしのちょっとしたお問い合わせは
緯緯♯８８０♯８８０００　　　緯緯３３７２３３７２‐‐８８００８８００または

●４月からごみ・資源の分別方法と出し方が変
わります

〈杉並清掃工場の実証確認結果（抜粋）１８年度実施分〉
廃プラ割合
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ばいじん
（g/㎥N）煙突排ガス測定項目

——
１４３０２５０７３００．０８法規制値

——２５１５０３００．０３協定値

７．８１

０．００１１不検出４２不検出０．００５１号炉杉並清掃工場
（１８年１１月１３日～２０日に
１、３号炉、１２月１９日・
２０日に２号炉を検証）

０．００００６２不検出３６不検出０．００３２号炉

０．００００６５不検出４０不検出０．００２３号炉
※廃プラスチックを焼却した影響は見られませんでした。詳しくは、東京二十三区清掃一部事務組合ホームページ http:/ 
/tokyo23.seisou.or.jp/thermal/index.htmlをご覧ください。１９年度の杉並清掃工場の実証確認データは後日お知ら
せします。
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２月下旬から３月中旬にかけて全世帯
に、「新しいごみの分け方・出し方」の
案内（左の見本参照）を配布します。
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東京２３区では、東京港内に残された最後のごみ最終処分場の延命化を図り、また、
限りある資源の有効活用を行うため、これまで埋立て処分していた廃プラスチッ
クを可燃ごみとして収集・焼却し、熱エネルギーを回収する「サーマルリサイク
ル」を２０年度から本格的に実施します。
このため区では、４月１日から区内全域でごみ・資源の分別方法と出し方を変更
します（ごみ・資源の分別変更については、既に実施している地域があります）。

害害問い合わせは、清掃管理課へ。

４月からごみ・資源の分別方法４月からごみ・資源の分別方法とと
出し方が変わりま出し方が変わりますす

容器包装以外のプラスチッ
ク、汚れの取れないプラスチ
ック製容器包装、ゴム・皮革
類を可燃ごみに変更

3プラスチック製
容器包装の資源
回収を区内全域
で実施

① ペットボトルの
集積所回収を区
内全域で実施

2

資源回収を週１回から
「びん・缶・プラスチッ
ク製容器包装」回収日と
「古紙・ペットボトル」
回収日の２回に変更

4

不燃ごみの収集を２週
間に１回に変更

5 害害 お 願 い 害害
　分別方法の変更により、収集経路が変わるため、各
集積所での収集時間が変わります。
　なお、可燃ごみ、不燃ごみは午前７時３０分までに、資
源は午前８時までに出してください。

４月からごみ・資源の分別方法と
出し方が変わります

▲この案内（見本）を配布します



●3 ●2

　容器包装以外のプラスチック製品

びん・缶・　 プラスチック製容器包装
（週１回回収）

びん・缶は軽く洗って
「資源用コンテナ」に出
してください。

金属・ガラス・陶磁器な金属・ガラス・陶磁器などど
ふた付きの容器または中身の見える袋で
出してください。

古紙・　ペットボトル
（週１回回収）

古紙は種類別にひもでしばって出してください。

プラスチック製容器包装とは？　このマークが目印です　→
食料品や日用品を買った時に使われているプラスチック製の包み、入れ物、袋などの
ことで、中身の商品を出したり、使ったりした後に不用になるものです。

資　　　源 可燃ごみ（週２回収集）
生ごみ・紙くず・草木・プラスチッ生ごみ・紙くず・草木・プラスチックク
製品・ゴム・皮革な製品・ゴム・皮革などど

台所のごみ、衛生用品、衣類、せん定した枝・落ち葉、
再生できない紙くず

ふた付きの容器または２３区・杉並区推奨の
ごみ袋で出してください。
台所のごみと、プラスチック製品・ゴム・
皮革製品は同じ袋でお出しいただけます。

不燃ごみ（２週間に１回収集）
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飲食料用アルミ・
スチール缶

プラスチック製容器包装

ＣＤケース、ビデオテープ、歯ブラシ、ボールペン、バケツ、お
もちゃ、カード類、プラスチック製ハンガー、スポンジなど

靴、かばん、財布、ベルトなどゴムホース、ゴム手袋、
ゴム長靴など

　皮革製品類

納豆の容器、ハミガキ・マヨネー
ズ・わさびのチューブ、キムチの容
器、油の容器など

　汚れの取れないプラスチック製容器包装 

　ゴム製品類

ガラス製品、電球・蛍光管、刃物類、小型の金属類、
小型の家電製品、乾電池など

分別方法がわからない場合は？
　資源・ごみの出し方がわからない場合は、区ホームペー
ジでもお知らせしていますので、ぜひご覧ください。また、
管轄の清掃事務所・清掃管理課でもご案内します。
◇問い合わせ先
　杉並清掃事務所緯３３９２崖７２８１
　杉並清掃事務所方南支所緯３３２３崖４５７１
　清掃管理課緯３３１２崖２１１１（区代表）

飲食料用ガラスびん 新聞（折込みチラシ含む） 雑誌（雑がみ）

のマークがあるもの

シャンプー・リンス・
洗剤・乳酸飲料などの
容器

肉・野菜・果物などの
トレイ

家電製品などの発泡
スチロール緩衝材・り
んごなどを包むネッ
トなど

スナック菓子の袋・持
ち帰り用弁当などの
ラップや肉や野菜の
包装フィルム

カップめん・インスタ
ント食品・プリンなど
の容器

　ボトル類 　袋・フィルム類

　緩衝材類 　カップ類

　トレイ類 　パック類

卵・豆腐・ハムなどの
容器・持ち帰り用弁当
箱など

※白色のトレイはスー
パーなどの店頭回収も
ご利用ください。

飲料用、調味料用のペットボトル

段ボール 紙パック

※ペットボトルの中に異物は入れないでください。
　引き続き店頭回収もご利用ください。※汚れが取れなければ可燃ごみへ

　プラスチック製容器包装のリサイクルは、プラスチック
がびんや缶などに代わって使用され、その量も急激に増え
てきたことから、少しでも減少させようと始まりました。
　容器包装リサイクル法では、プラスチック製容器包装を
製造している事業者や、それを使って商品を販売している
事業者に対して、リサイクルを義務付け、リサイクルの経
費を負担させることとなっています。このため、プラス
チック製容器包装と、その他のプラスチックの分別が必要
となります。

なぜ、プラスチックすべ
てを資源回収しないの
ですか？

NO.1840 平成２０（２００８）年2月21日（木曜日）

杉並区役所緯３３１２－２１１１（代表電話）〒１６６－８５７０杉並区阿佐谷南１－１５－１

NO.1840平成２０（２００８）年2月21日（木曜日）

〈広報すぎなみ発行日〉…毎月１日・１１日・２１日



●４NO.1840 平成２０（２００８）年2月21日（木曜日）

杉並区役所緯３３１２－２１１１（代表電話）〒１６６－８５７０杉並区阿佐谷南１－１５－１

猿不燃ごみは２週間に１回の収集にな
ります。
猿資源は「びん・缶・プラスチック製
容器包装」と「古紙・ペットボトル」
のグループに分かれます。

４月１日から、上荻２丁

目・３丁目・４丁目にお住

まいの方はごみ・資源の収

集曜日が大幅に変更とな

ります。

詳しくは、収集曜日カレン

ダーをご覧ください。

〈事業系有料ごみ処理券の料金〉
差　額新料金現行料金券　　種
７０円６１０円５４０円　小・１０ℓ券　（１セット１０枚）
１４０円１２２０円１０８０円　中・２０ℓ券　（１セット１０枚）
３１０円２７４０円２４３０円　大・４５ℓ券　（１セット１０枚）
２４５円２１３５円１８９０円特大・７０ℓ券　（１セット５枚）

　このたび、下記のとおり「いなげや」と「東田町バス通り商店会」
と「大丸ピーコック」で、新たにレジ袋有料化を実施します。
　いなげやでは、杉並新高円寺店に続き、区内２店舗目の実施であり、
商店会でのレジ袋有料化は、首都圏初の試みとなります。また、大丸
ピーコックでは、条例の制定を目指す区と連携し、全国に先駆けて区
内の店舗から順次、先行実施します。
　皆さんのレジ袋有料化へのご理解とご協力をお願いします。引き続
き、マイバッグの持参にご協力をお願いします。

害害問い合わせは、清掃管理課ごみ減量推進係へ。
煙３月１日㈯から実施する店舗・商店会
いなげや杉並桜上水店（下高井戸２崖１０崖６）
大丸ピーコック久我山店（久我山４崖２崖６）
東田町バス通り商店会（成田東１崖３８崖９〈事務所住所〉）
※商店数４５店舗のうち２７店舗で実施予定です。
煙４月以降に実施する店舗
大丸ピーコック阿佐谷店（阿佐谷南１崖３２崖１０）
大丸ピーコック井荻店（下井草５崖１８崖８）

これまでの
「可燃ごみ」の収集曜日

これまでの
「不燃ごみ」の収集曜日

これまでの
「資源」の回収曜日

上荻２丁目上荻２丁目・・３丁目・３丁目・４丁目に４丁目に
お住まいの皆さんお住まいの皆さんへへ
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。
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新たにレジ袋有料化を開始しま新たにレジ袋有料化を開始しますす
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あ
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ス
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３
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３０５
月
１
日
㈭
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、
現
行
料
金
と
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払
い
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と
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ま
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庭
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ご
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。
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）
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資　　源
プラスチック製容器包装缶びん

週１回

資　　源
ぺットボトル古紙

週１回

不燃ごみ

２週間に１回

不燃ごみ

週１回
可燃ごみ

週２回

可燃ごみ

週２回

ごみ・資源の出し方は、
４月から次のようになります

４月から現在

水・土閣月・木可燃ごみ

金
（隔週）閣金不燃ごみ

金閣水古紙・ペットボト
ル

月閣水びん・缶・プラス
チック製容器包装

４月
からは

不燃ごみの収集は２週間に１回になります。資源は、「びん・缶・プラスチック製容器包装」のグル
ープと「古紙・ペットボトル」のグループに分け、それぞれ週１回ずつ回収します。なお、可燃ご
みは、今までどおり週２回収集します。
※お住まいの地域の収集日などについては、２月下旬から３月中旬に各戸に配布する、収集曜日カ
レンダーをご覧ください。

缶びん古紙

週１回


